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警告

注意

・ 器具の取付は確実に行ってください。指定された器具の取付方法
や方向以外で取付けないでください。落下、水の浸入、過熱、ガ
ラス割れ等により、感電・火災・けがの原因となります。

・ 器具を改造したり、部品変更して使用しないでください。感電や
火災・部品の落下によるけがの原因となります。

・ 部品が破損、変形、欠落している状態では使用しないでください。
 感電・火災・部品の落下によるけがの原因となります。
・ 体や衣服が触れる恐れのあるところで使用しないでください。
 点灯中や消灯直後は器具・ランプ及びその周辺が過熱しており、
やけどの原因となります。

使用環境や使用条件に関する注意
・ 器具に表示された電圧・周波数以外で使用しないでください。やけど
や感電、火災の原因となります。

・ 耐震型器具以外はクレーン等の振動の多いところに設置しないでくだ
さい。器具本体や部品の落下により、けがの原因となります。

・ 耐塩・耐酸型器具以外は海岸や腐食性ガスの発生する場所に設置し
ないで下さい。腐食により、器具本体や部品の落下でけがや事故の原
因となります。

・ 器具を断熱材で覆ったり、箱の中に入れて使用しないでください。
　密閉された状態で使用しますと器具が過熱し、火災や感電、あるいは
部品の破損によるけがの原因となります。

・ 器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを、差し込まないでく
ださい。火災・感電の原因となります。

・ 点灯中の器具には手を触れないでください。加熱によりやけどの原因
となります。

・ 枯れ葉やわたぼこり等の燃えやすいものに覆われるところで使用しな
いでください。過熱により、火災の原因となります。

・ 埋込型器具以外は天井等に埋め込んで使用しないでください。埋め込
んで設置しますと器具の温度が上昇し、火災・感電、あるいは部品の
破損によるけがの原因となります。

・ 本体表示や取扱説明書に従って、指定された適合するランプを使用し
てください。指定以外のランプを使用すると加熱や破損により火災や
けがの原因となります。

・ 点灯中の器具の周囲に燃え易いものを置かないでください。加熱によ
り、火災の原因となります。

・ 無保護形器具は、雨水のかかる所や湿気・水気のあるところに設置し
ないでください。感電・火災やけがの原因となります。

・ 器具と被照射面との距離は２ｍ以上にしてください。被照射面の温度
が上がり、変色、変質、やけど、火災の原因となります。

・ 球技場等では、ボール等があたる位置に設置しないでください。器具
やガラスが破損し、けがの原因となります。

・ 埋込型器具で「Ｍ形埋め込み型」と表示のある器具は断熱材をかぶせ
て使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因と
なります。

安定器を内蔵している器具に関する注意
・ 安定器内蔵型器具の場合は、消灯直後に安定器表面に触れないでく
ださい。安定器の発熱により、やけどの原因となります。

・ 安定器内蔵型器具の場合は、重量物として取扱い、施工には充分注
意してください。器具の落下や、けがの原因となります。

取付、施工に関する注意
・ 取り付けた器具には絶対に足を掛けたりしないでください。器具やアー
ムが破損し、器具の落下・墜落事故の原因となります。

・ 口出線・電源ケーブル及び外部より接続する電線は、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケーブル等が損傷し、火災・
感電の原因となります。

・ ラッチや開閉ネジは確実に締め付けてください。枠やその他の部品が
落下する原因となります。

・ 器具の取付工事は、必ず工事店、電器店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の取付けは、法律で禁止されています。

・ 器具の取付・施工は電源が確実に切れている事を確認してから行って
ください。電源を切らないと感電の原因となります。

・ 器具の取付間隔が指定されているものは、適切な間隔をとってくださ
い。密着させたり、集合させて取り付けると、過熱により器具の変色・
変形・火災の原因となります。

・ 器具の取付けは指定されたアーム、取付ボルトを使用し、器具重量に
耐えるところに確実に施工してください。取付け不備があると落下し、
感電、けがの原因となります。

・ 器具に接続する電線は指定がある場合、耐熱電線を使用してください。
過熱により感電・火災の原因となります。

・ 工事店様は工事が終わりましたら取扱説明書をお客様に必ずお渡しく
ださい。お客様は工事が終わりました後も取扱説明書を大切に保管し
てください。また保守・点検の際には必ず工事店、電器店の方にお渡
しください。

ランプ交換に関する注意
・ ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってしばらくしてから行ってく
ださい。消灯直後にランプ及びランプ周辺に触れると、やけどの原因
となることがあります。又、電源を切らないと、感電の原因となります。

・ ランプ交換等により、カバー、グローブ、ランプホルダーなどを外し、
再度取付ける場合は確実に取付けてください。不完全に取付けると、
落下してけが、物損事故の原因となります。

・ ランプはガラス製品です。無理な力を加えたり、傷を付けたりしないで
ください。破損によるけがの原因となります。

・ 周辺温度が 35℃を超えるところで使用しないでください。過熱に
より、感電・火災・けが等の事故の原因となります。

・ 製品本体に警告表示シールを貼りつけている場合は、その表示に
従ってください。けが、火災、感電の原因となります。

・ 器具の配線工事は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、
接触不良により、感電・火災の原因となります。

・ 接地工事は、「電気設備技術基準」にしたがって確実に行ってくだ
さい。接地が不完全な場合は、感電の原因になります。

	°�Ì�+�é�t���b�”�†
¶	Í�w�]�«�™

!"#$%$&'()#*+()#%,-.//000)#* "#1!)1)"000"%2$3



247

点検、修理に関する注意
・ 器具に寄りかかったり、ぶら下がったりして保守を行なわないでくださ
い。器具が破損し、墜落事故・けがの原因となります。

・ 扉、枠、カバーなどの開閉は、ゆっくりと行ってください。反動により、
けがの原因となります。

・ 明るく安全に使用していただくために、半年に一度清掃、点検してくだ
さい。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電器店
に修理を依頼してください。

・ 万一、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しま
すと、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常
状態がおさまった事を確認してから、工事店、電器店に修理を依頼し
てください。

・ 万一、ガラス割れ、部品の錆・緩み・浸水のある場合は、電源を切り、
使用をやめて安全措置をとり工事店に修理を依頼してください。

・ 器具を洗剤や薬品等で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　器具の破損、感電の原因となります。
・ 保守・点検の前には、必ず点検項目をチェックしてください。

照明器具の寿命に関する事項
・ 照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化が進行しています。１年に１回は自主点検を、３年に 
１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
 点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐
れがあります。
※使用条件は、 周囲温度30℃、 1日10時間点灯、 年間3000時間点灯。  
（JIS C 8105-1 解説による。）
 周囲温度が高い場合や点灯時間長い場合は、 寿命が短くなります。

塩害に関するご注意
・ 屋外で使用する「一般形」照明器具は、通常の環境下で十分耐え
うる構造をしておりますが、海岸付近に設置される場合は、塩害
により通常より早く錆が発生し腐食が進行します。右表の様な場
所に設置される場合は「耐塩形」又は、「重耐塩形」照明器具を
お奨め致します。尚、耐塩形および重耐塩形照明器具については
弊社販売員にご相談ください。

・ 右表の選定の基準は、照明器具の期待寿命を10 年とし、実使
用上影響のない錆の発生は考慮しておりません。
　又、外観等を重視される場合は、別途ご相談ください。
・ 下記の場所についても耐塩についての考慮が必要ですのでご相談
ください。
　　　　　・融雪剤、及び凍結防止剤が多用される場所。
　　　　　・腐食性ガスの発生する重工業地帯。
　　　　　・屋内の温水プール。

照明器具の種類 具体的な場所

一般形 一般的な環境。

耐塩形

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所。
・普通地区：海岸より100m～1km以内。
・北海道地区：海岸より5km～10km以内。
・日本海側地区：海岸より5km～10km以内。
・沖縄全島及び離島（海岸より5km以内除く）。
・三陸海岸、遠州灘、潮岬などの周囲の地形の影響に
　より潮風がとどきやすい地域や、絶えず海岸よりの風が
　吹き着ける地域。
・海よりの逆流のある河川流域。

重耐塩形

潮風の影響を受ける場所。
・普通地区：海岸より100m以内。
・北海道地区：海岸より5km以内。
・日本海側地区：海岸より5km以内。
・沖縄全島及び離島：海岸より5km以内。
注意：波しぶき等のかかる場所は（異常気象時でも）
　　  使用不可。

LED照明器具に関するご注意
・ LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具においても発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

・ 施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。
器具内の温度上昇により、LED及び電源装置の短寿命・破損の原因
になります。

・ 光束、照度分布について
 各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、
その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。

・ LEDの寿命について
 一般用照明器具に使用される白色LEDモジュールの寿命は、「LEDモ
ジュールの全光束が、点灯初期の値に対して、70%になるまでの総点
灯時間」と定義されています。（JIS C 8105-3　附属書Aによる。）
 この数値は、LEDの設計寿命であり、この寿命を保証するものではあ
りません。照明器具としての寿命は、他の光源を使用した器具の場合
と同様になります。

・ LEDの保守について
 LEDは寿命後（光束70%以下に低下時）も光束低下を続けるが、不点
灯になりにくい性質があるので、照明設備として適切な安全性を確保
するためには、従来のランプ不点灯ではなく、使用時間管理による適
切な交換が必要となります。
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